
浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設の整備に係る特例措置の延長（固定資産税）

気候変動の影響による大雨の頻発化・激甚化に対して、あらゆる関係者が協働して浸水被害対策を行う「流域治水」を推進し、
防災・減災が主流となる社会を目指すため、民間事業者等が設置した雨水貯留浸透施設に係る特例措置を延長する。

施策の背景

要望の結果

特例措置の内容

結 果

現行の措置を３年間（令和６年４月１日～令和９年３月31日）延長する。

【固定資産税】 特定都市河川流域や浸水被害対策区域内の浸水被害を防止・軽減させるため、民間事業者等が認定計画に
基づき設置した雨水貯留浸透施設について、課税標準を1/6～1/2の範囲内において市町村の条例で定める
割合とする（参酌基準：1/3）。

＜参考＞ホテル（別府市）のケース

※１ 特定都市河川浸水被害対策法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が指定
した河川の流域

※２ 下水道法に基づき公共下水道管理者である地方公共団体が条例で定める区域

○ 近年甚大な水害が毎年のように全国各地で発生。
気候変動による更なる降雨量の増大や、水害の頻発化・
激甚化が懸念。

○ 特に河川や下水道の整備などの地方公共団体等の取
組のみでは浸水被害の防止が困難な特定都市河川流域
（※１）及び浸水被害対策区域（※２）においては、流域のあら
ゆる関係者が協働して浸水被害を防止・軽減する必要。

○ 地域における浸水被害対策に有効である都道府県等に
よる計画認定を受けた雨水貯留浸透施設の民間事業者等
による整備を一層促進するため、引き続き、税制支援が必
要。

雨水貯留浸透施設

(地下貯留の場合)

雨水排水槽
240㎥

雨水排水槽
171㎥

下水道又は河川

【雨水貯留浸透施設】
敷地内の雨水を集め、一時的に貯留・
浸透させ、河川や下水道への流出雨水量を
抑制させる。


